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津市告示第８号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び住民基本台帳法施行

令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住

民票を職権で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に、津市長に対して審査請求することができる。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 

令和７年１月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 職権消除した住民票 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 



〇〇〇〇〇〇  〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 

２ 消除した年月日 

  令和７年１月１５日 



津市告示第９号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５８条第１項の規定により、指定

介護予防支援事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の３０第１号

の規定により告示する。 

令和７年１月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  社会福祉法人あけあい会 

２ 事業所の名称 

  やまゆりの里ケアプランセンター 

３ 事業所の所在地 

  松阪市嬉野中川町１５２９－１ 

４ 指定年月日 

令和７年２月１日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 



津市告示第１０号 

 下記の者の国民健康保険料督促状は、住所居所不明のため送達することがで

きないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において

準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和７年１月２０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇〇〇〇 令和４年度国民健康保

険料督促状第７期から

第９期まで、令和５年

度国民健康保険料督促

状第４期から第９期ま

で及び令和６年度国民

健康保険督促状第５期 

 



津市告示第１１号 

 津市モーターボート競走事業収納取扱金融機関の指定（平成２９年４月３日

告示第５３号）の一部を次のように改正し、令和７年１月１日から適用する。 

  令和７年１月２０日 

 

              津市長 前 葉 泰 幸   

 

 表中「株式会社中京銀行」を「株式会社あいち銀行」に改める。 

 



津市告示第１２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年津市告示第４８号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和７年１月２１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

桜町自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和５年３月２６日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第１３号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の規定に基づき、

指定地域密着型サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の１

１第１号の規定により告示する。 

令和７年１月２１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  株式会社すこやか 

２ 事業所の名称 

  デイサービスいやさか 

３ 事業所の所在地 

  津市半田９８７番地１ 

４ 指定年月日 

令和６年８月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

 



津市告示第１４号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づき、

指定地域密着型サービスの事業の廃止に係る届出がされたので、同法第７８条

の１１第２号の規定により告示する。 

令和７年１月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  株式会社ウェルフェア 

２ 事業所の名称 

  ケアスイート藤方 

３ 事業所の所在地 

  津市藤方１６６０番地１ 

４ 廃止年月日 

令和６年８月１０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 



津市告示第１５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づき、指

定居宅介護支援事業の廃止に係る届出がされたので、同法第８５条第２号の規

定により告示する。 

令和７年１月２３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  株式会社ウェルフェア 

２ 事業所の名称 

  居宅介護支援事業所ケアスイート 

３ 事業所の所在地 

  津市藤方１６６０番地１ 

４ 廃止年月日 

令和６年８月１０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 



津市告示第１６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年津市告示第１０４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和７年１月２４日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

南河路自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和７年１月１２日の定期総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第１７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２８年津市告示第１０５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年１月２４日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

栗真中山町自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和５年１月２９日の定期総会において改選

されたため。 

 

 



津市告示第１８号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号） 

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、令和７年度の津市

営住宅に係る近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めたので告示する。 

  令和７年１月３１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

市営住宅の名称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 ３５，５００円 

白塚団地２号館 ３５，５００円 

白塚団地３号館 ３５，８００円 

白塚団地４号館 ４１，９００円 

白塚団地５号館 ４２，７００円 

一身田アパート ４２，２００円 

上浜町六丁目住宅 １０，７００円 

旭町ＣＢアパート １４，４００円 

下部田簡耐住宅 １０，７００円 

大井アパート ２７，２００円 

大井住宅Ａ－１号からＡ－１２号まで、Ａ－１５

号からＡ－１８号まで、Ｄ－１号からＤ－４号、

大井住宅Ｄ－１５号からＤ－２０号まで及びＤ－

２３号からＤ－２６号まで 

３８，５００円 

大井住宅Ａ－１３号、Ａ－１４号、Ｃ－１７号か

らＣ－２５号まで、Ｃ－２７号、Ｃ－２８号及び

Ｄ－５号からＤ－１４号まで 

３９，２００円 

大井住宅Ｂ－２号からＢ－２７号まで ４０，９００円 

大井住宅Ｃ－１号からＣ－１６号まで ３９，９００円 

高洲町アパート１号館 １６，３００円 

高洲町アパート２号館 １９，１００円 



高洲町アパート３号館 ２５，０００円 

高洲町アパート４号館 ２７，０００円 

高洲町アパート５号館 ２８，２００円 

高洲住宅３番１号から３番１２号まで、７番１０

号から７番１６号まで及び１０番９号から１０番

２４号まで 

４１，７００円 

高洲住宅６番１号から６番１２号まで、７番５号

から７番８号まで、７番１７号から７番２０号ま

で、１０番５号から１０番８号まで、１１番１号

から１１番１２号まで、１１番１５号から１１番

２２号まで、１４番１号から１４番１２号まで及

び１４番１４号から１４番１８号まで 

４１，７００円 

高洲住宅７番１号から７番４号まで、７番２１号

から７番２４号まで、１０番１号から１０番４号

まで、高洲住宅１８番１号から１８番１０号ま

で、１８番１５号から１８番４１号まで、１８番

４３号から１８番４９号まで及び１９番１号から

１９番６号まで、１９番７号から１９番１２号ま

で、２２番１号から２２番１２号まで及び２３番

１号から２３番２４号まで 

４０，７００円 

新町２号館アパート １６，９００円 

新町３号館アパート １５，６００円 

新町４号館アパート １５，６００円 

千鳥アパート ４６，３００円 

阿漕Ｂ住宅 １２，１００円 

阿漕Ｃ住宅 １２，０００円 

阿漕１号館アパート １４，５００円 

阿漕２号館アパート １５，４００円 

南阿漕１号館 ２５，８００円 

南阿漕２号館 ３４，５００円 

朝汐１号館アパート １２，３００円 

朝汐２号館アパート １３，５００円 



朝汐３号館アパート １４，１００円 

藤水団地１号館 ４４，７００円 

藤水団地２号館１０１号及び１０２号 ４８，１００円 

藤水団地２号館２０１号、２０２号、３０１号及

び３０２号 
４２，９００円 

上弁財団地１号館 ５６，１００円 

上弁財団地２号館１０１号から１０３号まで、２

０２号、３０２号及び４０２号 
４６，４００円 

上弁財団地２号館２０１号、２０３号、３０１

号、３０３号、４０１号及び４０３号 
５６，３００円 

ぜにやま団地１号館 １１，７００円 

ぜにやま団地２号館 １２，９００円 

ぜにやま団地３号館 １２，６００円 

ぜにやま団地４号館 １４，１００円 

ぜにやま団地５号館 １３，５００円 

ぜにやま団地６号館 １５，６００円 

ぜにやま団地７号館 １６，１００円 

ぜにやま団地８号館 １６，６００円 

ぜにやま団地９号館 １７，２００円 

ぜにやま団地１０号館 １７，２００円 

ぜにやま団地１１号館 １７，２００円 

ぜにやま団地１２号館 １８，９００円 

ぜにやま団地１３号館 ２４，１００円 

ぜにやま団地１４号館 ２４，４００円 

ぜにやま団地１５号館 ２６，４００円 

ぜにやま団地１６号館 ２７，５００円 

ぜにやま団地１７号館 ３１，０００円 

ぜにやま団地１８号館 ３１，０００円 

ぜにやま団地１９号館 ２９，６００円 

藤方団地１号館 ３１，１００円 

藤方団地２号館 ３２，６００円 



藤方団地３号館 ３２，９００円 

藤方団地４号館 ３１，５００円 

城山アパート １２，０００円 

西城山１号館アパート １６，２００円 

西城山２号館アパート １６，２００円 

西城山３号館アパート １６，７００円 

西城山４号館アパート １６，７００円 

西城山５号館アパート １６，５００円 

西城山６号館アパート １６，５００円 

小森団地１号館 ５０，２００円 

小森団地２号館 ４６，３００円 

高茶屋住宅 １２，０００円 

里ノ上Ａ住宅 １０，９００円 

里ノ上Ｂ住宅 １１，６００円 

雲出１号館１０１号、２０１号、２０６号、３０

１号及び３０６号 
７４，６００円 

雲出１号館１０２号、１０５号、２０２号、２０

５号、３０２号及び３０５号 
７５，３００円 

雲出１号館１０３号、１０４号、２０３号、２０

４号、３０３号及び３０４号 
８０，２００円 

雲出１号館１０６号 ７７，３００円 

雲出２号館１０１号 ７９，３００円 

雲出２号館１０２号、１０７号、２０２号、２０

７号、３０２号及び３０７号 
７７，３００円 

雲出２号館１０３号から１０６号まで、２０３号

から２０６号まで及び３０３号から３０６号まで 
８２，６００円 

雲出２号館１０８号、２０１号、２０８号、３０

１号及び３０８号 
７６，５００円 

野村団地 １４，８００円 

野村東団地 １３，７００円 

相川団地 １５，６００円 

森団地１号から４号まで及び９号から１２号まで １１，５００円 



森団地１３号から２４号まで １２，２００円 

森団地２５号から３２号まで １２，２００円 

森団地３３号から４１号まで及び４３号から４５

号まで 
１１，８００円 

森団地４６号から５７号まで １１，８００円 

森団地５８号から７２号まで １３，６００円 

森団地７３号から７９号まで １２，２００円 

森団地８０号から８９号まで １２，７００円 

中町団地Ａ ２８，９００円 

中町団地Ｂ ３１，３００円 

相川西団地Ａ ３１，１００円 

相川西団地Ｂ ３９，９００円 

明神団地 ３６，４００円 

北口団地Ａ ４０，４００円 

北口団地Ｂ ４３，７００円 

桃里団地Ａ ４９，２００円 

桃里団地Ｂ ５７，７００円 

桃里団地Ｃ ５０，８００円 

桃里団地Ｄ１０１号及び１０７号 １２０，９００円 

桃里団地Ｄ１０２号から１０４号まで、２０２号

から２０４号まで、３０２号から３０４号まで、

４０２号から４０４号まで、５０２号から５０４

号まで及び６０２号から６０４号まで 

９９，６００円 

桃里団地Ｄ１０５号、１０６号、２０５号、２０

６号、３０５号、３０６号、４０５号、４０６

号、５０５号、５０６号、６０５号及び６０６号 

９９，７００円 

桃里団地Ｄ２０１号、２０７号、３０１号、３０

７号、４０１号、４０７号、５０１号、５０７

号、６０１号及び６０７号 

１１９，７００円 

青木団地１号から３号まで、５号から７号まで、

１０号から１３号まで及び１６号から１９号まで 
１６，２００円 



青木団地８号、９号、１４号、１５号、２０号か

ら３５号まで、３７号から４１号まで及び４３号

から４６号まで 

１５，２００円 

藤ヶ丘団地１号から３号まで、５号から２４号ま

で及び２６号から３７号まで 
２３，１００円 

藤ヶ丘団地３８号から４１号まで及び４３号から

７４号まで 
２２，９００円 

殿町住宅 ３８，９００円 

新横山住宅 ３９，１００円 

美里第１住宅Ａ棟及びＢ棟 ３８，２００円 

美里第２住宅１号館及び２号館 １４，４００円 

片野団地Ａ棟 ３８，８００円 

片野団地Ｂ棟 ３８，７００円 

新沢田団地 ２５，０００円 

奥津団地 ８，０００円 

 

 



津市公告第６号  

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  令和７年１月１６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡)  

変更面積 

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

白山町 

二本木 
北出前 4659番 1,625 162 農地 

農業用 

施設用地 

 



津市公告第７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１月２１日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１月１４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市久居東鷹跡町２０８番の一部ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市岩田２０－２３ 

  長谷川不動産株式会社 

代表取締役 長谷川大輔 

 



津市公告第８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条

第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次のとおり当該都

市計画の案を公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該都市計画の案について、同法第２１条第２項において準用する同

法第１７条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに津市に意見書を提出

することができます。 

令和７年１月２９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

津市都市計画部都市政策課 

４ 縦覧期間 

  自 令和７年１月２９日 

至 令和７年２月１２日 



津市公告第９号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に規定

する地域計画を定めますので、同条第７項の規定により公告し、当該地域計画

の案を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、当該地域計画の案の記載事項について利害関係を有する者は、当該縦

覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、意見書を提出することが

できます。 

  令和７年１月３０日  

 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 地域計画の案の縦覧期間及び時間 

  期間 令和７年１月３０日から令和７年２月１２日まで（土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日を除きます。） 

  時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

２ 地域計画の案の縦覧場所及び意見書の提出先 

  津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階） 

  〒５１４－８６１１ 

  津市西丸之内２３番１号 

  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８ 

  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 

３ 意見書の提出方法及び提出に当たっての留意事項 

  意見は、書面（津市の定める様式）によるものとし、直接持参又は郵送す

るか、ファクシミリ又は電子メールにより送付してください。 

  当該書面に住所、氏名及び電話番号（法人にあっては、その名称、代表者 

氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号）を記載してください。 



津市公告第１０号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び津市都市公園条例

（平成１８年津市条例第１９７号）第２条の規定により、都市公園の区域を変

更するので、次のとおり公告し、その関係図書を縦覧に供します。 

  令和７年１月３１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 都市公園の名称   

都市公園の名称 位置（所在地） 区域 変更後の区域の 

供用開始の期日 

渋見町児童遊び場 津市渋見町７６３番

地２ 

別図の 

とおり 

令和７年１月３１日 

２ 関係図書の縦覧場所  

津市西丸之内２３番１号 

津市建設部建設整備課 



津市教育委員会告示第１号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１月３１日 

 

  津市教育委員会教育長 森   昌 彦   

 

１ 招集の日時  

令和７年２月７日（金） 午前９時から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

⑴ 人事異動について 

⑵ 令和７年度教育方針について 

⑶ 令和６年度津市一般会計補正予算（第１１号）＜教委所管分＞について 

⑷ 令和７年度津市一般会計予算＜教委所管分＞について 

⑸ 津市教育委員会公印規則及び津市立幼稚園則の一部の改正について 

⑹ 専決処分の報告について（津市立明合小学校長寿命化改修工事） 

⑺ 専決処分の報告について（津市立橋北中学校長寿命化改修工事） 

⑻ 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について 樹木落枝事故 

によるもの） 

 ⑼ 第３回白山地域小学校の在り方検討委員会代表者会議及び第３回白山地

域小学校の在り方検討委員会開催結果について 

 


